
平成18年度の介護保険サービス基盤の整備状況 

 

 

平成 18年度の介護保険サービス基盤の整備目標に対しては、認知症対応型共同

生活介護（認知症高齢者グループホーム）、小規模多機能型居宅介護を除いて、計

画どおり達成している。 

 

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

（社福）敬仁会 藤井 省三 青戸4丁目16番7号 １３０人 
４月１日 
開設 

         地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）  

認知症対応型通所介護       

         短期入所生活介護（ショートステイ）         併設 

 

 

(2) 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）＊１ 

    

   整備目標は４か所であるが、現在、２か所について計画を進めている。 

 

地区名 事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

亀 有・青 戸 

特定非営利活動

法人 

シティウイング 

金子 保規 亀有2丁目68番 １８人 

 
準備中 
 

立石・四つ木 
(株)日本メディ

ケアサポート 
神成  裕 四つ木5丁目11番 １８人 

 
準備中 
 

 

 

(3) 特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）＊２ 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

（社福）敬寿会 金澤ひさ子 新宿3丁目19番19号  ４０人 
２月１日 
開設 

短期入所生活介護（ショートステイ）   併設 

 

 



(4) 地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）＊２ 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

（社福）敬仁会 藤井 省三 青戸4丁目16番7号  ２０人 
４月１日 
開設 

               介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

認知症対応型通所介護  

               短期入所生活介護（ショートステイ）   併設 

 

(5) 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 ＊３ 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 備考 

(株)ジャパンケアサ

ービス 
徳山 幸善 亀有５丁目12番12号 振興ビル202 

３月１日 

開設 

 
 

(6) 認知症対応型通所介護 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

（社福）敬仁会 藤井 省三 青戸4丁目16番7号  １０人 
４月１日 
開設 

         介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）      

         短期入所生活介護（ショートステイ）         併設 

 

(7) 小規模多機能型居宅介護 ＊４ 

 

   整備目標は３か所であるが、現在、進行中の計画はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(8) 短期入所生活介護（ショートステイ）＊５ 

 

事業者名 代表者名 建設予定地 定員 備考 

（社福）敬寿会  金澤ひさ子 新宿3丁目19番19号  ９人 
３月１日 
開設 

（社福）敬仁会  藤井 省三 青戸4丁目16番7号  ３０人 
４月１日 
開設 

    敬寿会は、特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）  併設 

    敬仁会は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

地域密着型特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）   

         認知症対応型通所介護                併設 

 

【参考】 

＊１ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）は、認知症の方

が共同で生活している住居の中で、介護や日常生活の援助を行うサービス（要

支援１と認定された方は利用できない。） 

 

＊２ 特定施設入居者生活介護（ケアハウス・介護専用型）は、身体機能の低下な

どから独立して生活することに不安な要介護１以上の認定を受けた方に、食事、

入浴、排せつなどの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話

を行うサービス 

 

＊３ 夜間対応型訪問介護は、夜間、深夜又は早朝に行う定期的な「巡回訪問」、あ

るいは通報を受けて「随時訪問」して、排せつ介助等を行うサービス 

 

＊４ 小規模多機能型居宅介護は、中重度の状態となっても在宅生活を継続するこ

とを支えるため、「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時、

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービス 

 

＊５ 短期入所生活介護（ショートステイ）は、要支援又は要介護の認定を受けた

方が、一時的に在宅での生活に支障がある場合に短期間（連続で３０日まで）

利用する施設で、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の世話を行うサービス 


